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令和５年度第１回北名古屋市地域公共交通会議  議事録  

 

日時  令和５年１０月１６日（月）   

午前１０時～正午     

場所  北名古屋市役所  西庁舎   

   ４階  大会議室     

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 

市長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、定刻前ですが皆様お揃いですので、只今から、

令和５年度第１回北名古屋市地域公共交通会議を開催いた

します。  

本日の司会進行を務めます、事務局の村上と申します。よ

ろしくお願いします。  

初めに太田考則市長より皆様にご挨拶申し上げます。  

太田市長よろしくお願いいたします。  

 

 皆さんおはようございます。  

令和５年の第 1 回北名古屋市地域公共交通会議、北名古屋

市に関わる各種団体の皆様方にお集まりいただきましたこ

と、まずもって感謝を申し上げるところでございます。  

よろしくお願いいたします。  

ちゃんと北名古屋市の交通事情というのもなかなか大変

なものっていうか、今きたバスとかタクシーとか各種いろい

ろやらさせていただいておりますけれども、 2024 年問題と

いうところがすごく引っかかってきて、運転手さんの方を確

保するのが難しいとか、残業はできないっていうところでな

かなか難しいものになっていくのかなというふうに思って

おります。  

 西春駅に降りて、タクシーで帰るからと思ってもなかなか

タクシーが捕まらないというのも、多分皆さん経験されてる

のかなというふうに思っておりますそんな中で、国の方もラ

イドシェア等の話が出てきて、そういったこともやっぱりこ
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事務局  

（司会）  

 

市長  

 

れからも考えていかなきゃいけないのかなっていうふうに

思っております。  

そういったことで各種団体の皆さん北名古屋市に関わる

皆さん方からご意見をいただきたいと思っております。  

それと、一つ宣伝なんですけども、皆さんのところにこの

市民説明会を開催するというところで、そういった通常のこ

とも市民の皆さんからまた意見を聞きたいと思ってますし、

北名古屋市の今の現状はどうなっているのか、そしてまた、

私が目指すところは何なのかというところを説明会をさせ

ていただきたいと思っております。  

当初は 13 日の金曜日が締め切りだったんですけども、 20

日までに延びたということは、皆さん想像していただける通

りだと思いますんで、ぜひとも一番大切なのは、市民の皆さ

んが北名古屋市を知ってもらうことが私は大切だと思って

ますんで、各種団体の代表の皆さんが今日は集まるというこ

とで、もしよろしければ団体の皆さんにも一度顔を出したっ

て話を聞いてみようじゃないかっていうとこを進めていた

だきたいと思っております。  

 話は逸れましたけれども、皆さんでこの北名古屋市の交通

事情をしっかり話していただいて、そしてその意見をもとに

して、我々もその政策で作っていきたいと思いますのでどう

ぞご協力賜りますよう心からお願い申し上げまして挨拶に

代えさせていただきます。  

本日はよろしくお願いいたします。  

 

市長におかれましてはこの後も公務が控えておりますの

で、ここで退席させていただきます。  

 

大変恐縮ですけどもよろしくお願いいたします。  
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事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、今回の会議資料につきましてご説明をさせて

いただきます。  

本日ご出席の皆様には、この会議の開催にあたり、事前に

資料を送付させていただいておりましたが、 10 月 1 日付で

道路運送法の改正がありまして、この会議の方法についても

改正することとなりました。  

そのため事前送付した資料から大幅に内容を修正してお

ります。  

詳細については後ほど担当よりご説明申し上げますが、本

日の会議資料につきましては、席上に配付いたしました資料

となりますので、あらかじめご了承ください。  

また事前に送付いたしました資料につきましては、お手数

ではございますが破棄の方をよろしくお願いいたします。  

それでは次第 3、協議の進め方につきまして、中部運輸局

愛知運輸支局運営企画専門官の岡本様からご説明をお願い

いたします。  

 

おはようございます。ただいまご紹介いただきました、岡

本と申します。  

着座にてご説明申し上げたいと思います。よろしくお願い

いたします。  

私どもから例年どこの自治体さんも、第 1 回目の公共交通

会議の時に今年度どういった会議に進めていくべきだとい

うところの簡単なご案内をさせていただいております。  

1 枚めくっていただいて、なぜ私がこの説明をするかと申

しますと、今、事務局が規約の改正とか、あと路線をどうい

うふうに変えるとか、運賃をどういうふうにするのか、あと

国からの補助金を受けるかといったところですね、これらは

事務局といえども勝手に決めることはできません。  

では、どういうふうにしたらいいか、法律上はこちらの公
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岡本委員  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共交通会議の中で皆さんで議論していただいて決定してい

ただいたことを国に申請するといった流れになっておりま

す。  

2 ページ目です。  

どういうふうに会議を進めていったらいいというところ

で、なかなか初めての方もいらっしゃると思うので、どうい

う確認をしたらいいのかというところでお困りになるのか

な、というふうに私は感じております。  

1 枚めくっていただいて 3 ページ目 4 ページ目です。  

各団体の方、例えば警察の方はですね、道路上で安全かど

うかといったところですね、私どもは国土交通省の職員とし

ては法律上それが適切かどうかっていったところ  

あとは、そうですね道路管理者はそこにバス停を設置して

良いかどうかといったところですね。  

各団体さんから各々の立場に基づいたご意見がご発声い

ただけるかと思っております。  

住民の方は、住民さんの率直なご意見、思いを会議の場で

ご発声していただければいいのかなと思っております。  

1 枚めくっていただいて 5 ページ目 6 ページ目で、会議の

中で当然、法律に基づいた発言等もあるので疑問に思おうこ

とも出てくることもございますが、わからないことは全然わ

からないとおっしゃっていただいてですね、1 年 1 年を通し

てわからないまま 1 年間過ごしてしまったということにな

らないように進めていけたらなと思っております。  

住民さんはどういったご発言したらいいかといったとこ

ろなんですけれども、例えば、近隣に住んでおるところでこ

ういったバス停の問題があるよとか、なかなかバスが来ない

から、困ってるんですよと、そういった素朴なご意見を上げ

ていただければいいのかなと思っております。  

事務局さんの議題に即した会議進行を会議を作っていた
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岡本委員  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

だいてると思うんですけれども、間接的な内容でもおっしゃ

っていただければいいのかなと思っております。  

国の職員や他の自治体さんからの上からの視点だけじゃ

なくて、住んでらっしゃる方の虫の目っていうんですかね、

我々が気づきにくいこととかもどんどんご発声していただ

ければいいのかなと思っています。  

また、わからないことは会議の中だけではなくて結構です

ので、またご質問していただければと思っておりますので、

よろしくお願いします。以上です。  

 

ありがとうございました。  

ただいまの説明について、ご質問等はございませんか。よ

ろしいですか。  

 

それでは続きまして次第 4 の議事に入りますが、会長が選

任されるまでの間は事務局の方で進行させていただきます

のでご了承いただきたいと思います。  

議案第 1 号、北名古屋市地域公共交通会議設置規約等の制

定について担当からご説明させていただきます。  

それではお願いいたします。  

 

改めまして皆様おはようございます。  

防災交通課の反橋と申します。着座にて説明させていただき

ます。よろしくお願いいたします。  

それではお手元の資料左肩に議案第 1 号と書かれた書類

をご確認ください。  

それではこの議案第 1 号の中について説明させていただ

きます。よろしくお願いいたします。北名古屋市地域公共交

通会議設置規約等の制定についてでございます。  

北名古屋市地域公共交通会議の運営に係る以下の規約等
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の制定について議決を求めます。  

内容につきましては北名古屋市地域公共交通会議設置規

約、北名古屋市地域公共交通会議専門部会設置規程、北名古

屋市地域公共交通会議傍聴規則、北名古屋市地域公共交通会

議の委員の報酬および費用弁償に関する規程、北名古屋地域

公共交通会議事務取り扱い規程になります本日提出をさせ

ていただきます。内容について説明させていただきます。  

めくっていただきまして 1 ページから順に説明させてい

ただきます。  

皆様に事前にお配りした資料から、 10 月 1 日で道路運送

法の改正がありました。改正後の内容を盛り込んだ形での設

置規約となっておりますので先ほどの司会の説明の通り、従

前お配りした資料から変わっておりますのでご了承くださ

い。この資料をもって説明させていただきます。  

設置につきましては変わっておりません。道路運送法と地

域公共交通の活性化および再生に関する法律、活性化再生法

というんですけれどもその２法に基づいての設置となりま

す。今までは北名古屋市の条例に基づく設置でございました

が改めまして本日をもって法定協議会の設立とさせていた

だきたく、ここに提案させていただきます。  

第 2 条の所掌事項につきまして、こちらが法律の改正で一

部表現を変えております。交通会議は次に掲げる事項を所掌

するということで、 1 号、主に市内における一般乗合旅客自

動車運送および一般乗用旅客旅客自動車運送の対応に関す

る事項、この対応に関する事項のところに、改正前は対応お

よび運賃に関する事項とありましたが、今回運賃を抜いてお

ります。  

この説明の途中で申し訳ないですけれども、今回の法律の

改正について簡単に説明させていただきます。  

10 月 1 日で法律が改正されたのですが、それに基づきま
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して国交省から地域公共交通会議のあり方というものがあ

ります。私どもの主にマニュアルになりますが、そのマニュ

アルの改正がありました。簡単に言いますと、ここの会場の

場で一部の旅客事業につきまして運賃の協議を行うことは

カルテルの疑義があるということから法律の改正がされて

おります。  

料金の設定の協議などにつきましては、今回の法律の改正

によって、その運賃の改正を求める事業者と、市民の代表の

方々と自治体、運輸局の 4 社で協議をして議決をすると、そ

の中で地域公共交通会議に報告する形で、実はその運賃に関

する協議会中部の道路運送法 9 条 4 項に関係する協議会っ

ていう名前になるんですけれども、その協議会につきまして

は、別室で別のメンバーで公聴会にする公聴会が広く公開し

た会議という形で運用をしていくという運びになりました。 

よって地域公共交通会議設置規約からは抜きまして、後ほ

ど説明させていただく作業部会に代えた形をとっておりま

す。  

この規約の制定に当たっては、事前に中部運輸局の方に助

言を求め、アドバイスを受けながら作成しておりますのでご

了承ください。  

一番大きく変わったところがここになります。  

所掌事項の（ 1）の部分ですね、態様から運賃が抜けたと

いうことになります。  

以降の部分については変わっておりません。計画の策定、

見直しおよび実施に関する事項、主に市内の公共交通施策に

関する事項、この会議の運営に関する事項等でございます。 

第 3 条の委員、 1 ページ目後半になりますご覧ください。 

（ 1）から 2 ページ目（ 14）までございます。  

本日皆様にお配りしております委員名簿に 1 号委員から

14 号委員という表現があります。委員名簿の左側になりま



8 
 

事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。この 1 号委員から 14 号委員までの委員の内容が第 3 条

になります。  

ですので、例えば市内に路線を有する鉄道事業者の代表

者、1 号委員として名古屋鉄道さんに今回席に着いていただ

いております。皆様におかれましては、何号委員であるのか

今一度ご確認をお願いいたします。  

そのまま続いて説明します。委員の任期につきましては、

今回議決いただいた後に委嘱となりますが、委嘱の日から起

算して 2 年として、再任を妨げません。  

続きまして第 4 条の役員につきましては会長、副会長、監

事ということで設定させていただいております。これも議決

後に会長選任について互選で行わせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。  

第 5 条の会議につきましては招集とあとは委員の方々の

何名以上の出席で行うとか、議決の方法等がございます。  

会議の議決については出席委員の過半数をもって決しま

す可否同数の場合は議長の決するところによります。  

事前にいただきましたご質問と担当の回答の中にあるの

ですが、こちら今回出席いただいてる一部の方から全会一致

ではいかがかというご意見いただきましたけれども、全会一

致になりますと、どうしても反対の 1 票で全て崩れてしまう

可能性がありますので、あくまでも過半数とさせていただき

たい、そういったことが資料の回答の方に書かせていただい

ております。  

続きまして会議は原則として公開しますこちらは傍聴規

程で後ほど説明します。  

あとはこの会議にオブザーバーの出席とか、あとは新型コ

ロナウイルスの対応等に今後の感染症等によって会議がで

きない場合はインターネットを用いた Web 会議とか書面開

催における、協議が行えるという情報を書かせていただいて
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おります。  

3 ページの第 7 条、下の方になります専門部会の設置につ

いても後ほど説明させていただきます。  

事務局は北名古屋市役所内に設置させていただきます。  

所管部署につきましては防災交通課で準備させていただ

いております。  

4 ページ目に行きまして財務に関する事項、予算決算に関

係する事項と、この規約の改正につきまして、書いてござい

ます。  

あとは委任行為になります。施行期日は本日で会議招集の

特例で一番最初は市長が招集ということにさせていただい

ております。  

続きまして 5 ページになります専門部会設置規程でござ

います。  

主には第 2 条 5 ページの真ん中の部分になります専門部

会の名称協議事項は次の通りとするということで、どちらも

事前にお配りしたい資料からは大幅に変えております。  

ただこれにつきまして、タクシーとバスとケッタに関しま

しては、書き方を変えるだけで内容は変わりありません。  

タクシー部会につきましては主にタクシー事業について

この会議に諮る事案の調査検討および協議を行う。バスにつ

きましてもバスで同様になります。ケッタにおきましては駅

利用者が主に利用する自転車駐車場事業についての会議に

諮る事案の調査検討を行うとしております。  

第４号と第５号につきましては今回新しく掲載させてい

ただいたものになります。  

第４号につきましては計画策定業務提案審査部会になり

ます。  

こちらもご質問と担当の回答にありますけれども、この審

査部会というのは地域公共交通計画を策定または今後見直
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

していくにあたって、プロポーザルを行う予定をしておりま

す。プロポーザルを行う事業者さんが希望してプロポーザ

ル、提案を受けたときにその審査に協力いただく方を審査部

会として設定させていただいております。  

ですので事前にですけれども、どういったプロポーザルの

内容でどういう評価点をするのか、評点をするのかっていう

のも意思統一を図った上で事前にプロポーザル行って、業者

を決める。そして、ここでどこの業者になったか報告すると

いう形になります。  

ここにつきましては後ほど書いてありますが第 1 号から

第 3 号タクシー部会からケッタ部会の方々から代表で 1 名

ずつ審査に加わっていただきますのでまたその節はご協力

よろしくお願いいたします。  

先ほどの説明で追加しました運賃部会が法律の改正に基

づくものになります。  

道路運送法第 9 条第 4 項の規定に基づき運賃および料金

についての協議を行うということで先ほどの説明の通りで

ございます。  

北名古屋市としましては専門部会の方で設置させていた

だいて、公共交通会議とは別で協議の方を行って、結果を報

告するという形をさせていただいております。  

続きましてこの 5 ページ目の第２項、第３項になります。 

前項第 1 号から 3 号までに掲げる専門部会は公共交通会

議の議長からの要請がない限り、議決または決定を行うこと

ができない。  

タクシー部会、バス部会、ケッタ部会につきましては部会

での意思決定をして事業を遂行するということは原則認め

ないという形になります。公共交通会議に諮って議決という

ことで進めるということを原則としております。  

続いて第３項のところですが計画策定の提案審査部会と
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運賃部会につきましては、会議の議長の要請によらず議決ま

たは決定を行うこととするとございます。こちらにつきまし

ては、特に第５号の運賃部会につきましては、こちらを公共

交通会議の決定部門とすることができませんので、専門部会

の方で決定して、報告ということにさせていただく条件が第

３項になります。  

続きまして 6 ページに移ります。役員につきましては専門

部会に専門部会長を設置しますが、事務局の職員から会長が

指名する形となっております。  

あと部会議の招集および開催につきましては部会長が招

集するという形になります。  

後につきましては通常この地域公共交通会議の運用方法

と基本的には変わりません。  

議決等を行う場合の条件等が以降の条文に記載されてお

ります 7 ページをご覧ください。  

7 ページには Web 会議の公開について書いてありますがこ

ちらも基本的には公共交通会議のルールと同じになります。 

7 ページの下段の別表です。  

先の資料にはこの別表の中に会議の役割を載せておりま

したが、見やすさを追求するために、別表につきましては、

誰が選出されるのかっていうのを記載してございます。  

後は会長が選任した後にこちらの方でまたご案内をさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。  

続きまして 8 ページ目になります。地域公共交通会議の傍

聴規則でございます。こちらにつきましては事前送付の資料

と変更はありません。  

会議室の都合上、定数を 10 人として初期設定させていた

だきますが会議の部屋の都合によって人数の調整も議長が

定めることができます。  

傍聴の手続きなど、あとは会場に入ることができないも



12 
 

事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の、 9 ページに行きまして、会場の入退場、遵守事項違反に

対応する措置などが掲載されております。こちらにつきまし

ては基本的に北名古屋市議会の傍聴規程に倣って準備させ

ていただいていただいております。市の庁舎管理上のルール

も加味しながらのルールとなっておりますのでご了承くだ

さい。  

続きまして 11 ページになります。  

11 ページには北名古屋市の公共交通会議員の報酬および費

用弁償に関する規程となっております。こちらにつきまして

も北名古屋市の公職者に対する委員の報酬および費用弁償

の規程、報酬審議会に基づいて、委員の皆様の費用が設定さ

れておりますが、そちらに倣って設定しております。  

1 日につき 6,000 円として、国、県、市の職員や代理出席

をした方々、あとは申し出があって辞退された方除いて、一

律 6000 円お支払いするということになります。  

学識経験者につきましては費用弁償として旅費を支給さ

せていただい取ります。  

オブザーバーで出席していただいた方々につきましても、

報酬を設定させていただく内容となっています。  

続きまして 13 ページになります。北名古屋市地域公共交

通会議事務取り扱い規程でございます。  

基本的には北名古屋市の行政の事務取り扱いのルールに

基づいて作成させていただいております。今回法定協議会化

することによって市の附属機関から独立する自主組織とな

る形とさせていただいておりますので、こういった事務規程

に基づいて事務の方を行ってまいります。  

こちら事務局職員 5 人おりますけれどもこの 5 人が主に

文書の取り扱い予算決算の運用につきまして、あと情報公

開、個人情報等の事務につきまして、13 ページから 21 ペー

ジまでございますが、こちらの運用とさせていただいており
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

 

多田委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。  

この公共交通会議の後に公共交通会議会長の公印を作成

させていただいて、単独で通帳を持った運用とさせていただ

く関係で、今回役員で監事あとは防災交通課のうち公共交通

会議の事務局の職員の中で出納員を設定してお金を動かす

ことができるという条件にしております。これの議決を持っ

て銀行へ手続きしたり、あとは皆様の報酬をお支払いすると

きに、今までは北名古屋市の人事秘書課の方が、報酬の事務

取扱いに基づいて処理しておりましたけれども、これから先

は私達が直接報酬支払いの事務手続きさせていただきます。   

源泉徴収票も一部北名古屋市役所ということで受けてい

る方々お見えになったと思いますが、今回は北名古屋市の地

域公共交通会議で法人登録をして源泉徴収票を発行させて

いただきます。報酬を受領するされる予定の方々につきまし

ては、そういった形で行って参りますのでよろしくお願いい

たします。  

議案第 1 号の説明につきましては以上になります。  

 

只今の説明についてご質問等ございますでしょうか？よ

ろしいですかね。  

 

名古屋タクシー協会  多田でございます。  

事前に質問を出させていただいたということで、ご回答も

あったわけですが、ほとんど私が出した質問でございまし

て、 1 ページ目でございます。  

規約の第５条第４項でですね、過半数で決すると、こうい

う内容でございまして、この過半数という扱いについてです

ね、先ほどご説明をいただいたところでございます。  

確かに 1 人の委員の方が反対することによってですね、全

会一致で決することができない、こういうことは十分に想定
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多田委員  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

されるわけでございますが、ここにも書いてございますよう

に、公共交通事業者の損益に関わる内容が含まれておるとい

うことで、例えば、公共交通事業者が全員反対をして、決を

とったら過半数に達してしまった、こういう場合は公共交通

事業者の損益は関係ありません。こういうふうに読めてしま

うのですけども、この辺の考え方はどうしていったらいいの

かということは、これやはり皆さんで協議をしていただきた

いことだと思いますし、交通事業者の意見も聞いていただき

たいと思います。  

また国の方もですね、こういうガイドラインを作ってるか

と思いますので、あくまでもガイドラインではありますけれ

ども、ガイドライン上どうなのかと、こういったこともです

ね、ぜひ確認をいただきたい。  

 

ありがとうございます。事務局から説明させていただきま

す。  

今のお話につきましては、会議の運営の方法の結果によっ

てどうするのかっていうのが決まってきます。  

私も過去、公共交通会議で再三申し上げてるんですけれど

も、この会議ですが、事務局が提案したことに対して良いか

悪いかを議論するだけであれば、こんなにたくさんの委員の

方たちいらないという話になってしまいます。  

現実的な話をすると、私達事務局というのは、提案をして

皆様に審査をいただく会議ではなくて、皆様の中からどうい

った公共交通の不便があって、どういったところにマッチン

グができるかっていうのを突き合わせる会議だと思ってい

ます。  

ですので簡単に申し上げますと、例えば事務局や市民の

方々がこういった方がいいって言ったとしても、業界の方々

が難しいということになったらその時点で運行はできない
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

多田委員  

と思っております。  

ただそれを議決で一回で済ませるわけではなくて、ここの

中でそれが出ないように審議をしていく。  

ですので、住民の方が市民の代表の方々あとは各商工団体

ですね関係企業の方々がこういった運行を望む、こういった

ことがやりたいと言っても、運行事業者の方々が実は法律に

即して無理だとか、事実上自分の会社を見て無理だというこ

とであれば、またそれは次の議論に進めていくわけであっ

て、こちら側で意図して操作をした上で、議決をとったから

運行事業者やってください、ということではありませんの

で、そのためにここで検討を行っていく、ということにご理

解をいただきたいと思います。  

実際に全会一致の原則でいくのであれば、事務局が全て提

案して全部で回して皆さんの丸をもらった上で会議をやる、

そういったことは僕たちは考えておりません。もちろんです

が、市民の方たちの一方的な意見を拾って、市民の代表であ

る首長含め議会、あとは私達事務局がですね、一方的に運行

事業者に投げたとして運行事業者ができなければ当然でき

ない話であって、そこは十分加味した上でこの会議において

審議をしていくと、ですので皆様の意見が 100%通るかどう

かわかりませんが、公共交通事業者の人たちの利益になるよ

うに、かつ、市民の人たちが有益な交通手段を確保できるよ

うにという双方の天秤にかけるのがこの会議になっており

ますので今回会議参加いただいた皆様も、そこの部分につき

ましてはご承知おきいただき、その中で過半数の原則という

ことでお願いと思っております。  

 

よろしいでしょうか。  

 

専門部会の設置規程の中で、タクシー部会、バス部会があ
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多田委員  

（続き）  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りますが、公共交通会議で協議することは全て部会で事前の

協議をするのかしないか、おそらくはその一部だろうという

ふうには理解をしておりますけれども、そういう部会の中で

どのような情報共有や協議が進められていくのか、1 点確認

をさせていただきたい。  

 

ありがとうございます。  

基本的に専門部会は事務局の提案としましては、できるだ

け細かく行っていきたいと思っております。  

専門部会はあくまでも名前の通り専門的な部会にあって、

主に事業者、運行事業者が北名古屋市という面、この地域に

おいてどういうふうに公共交通ができるのかっていうこと

を事前に僕たちが調査や検討をさせていただくテーブルに

なります。  

もちろんですが、この場で全部の議論ができれば良いです

が、おそらく会議の場合、一般的に会議の時間、約 2 時間程

度の時間であったとしても、議論は着地できないと思いま

す。  

その着地できるために専門的な部分につきましては専門

家の皆様を含めて専門部会で検討をした上で協議はこちら

に持ってくるという形にしております。  

要は、各事業者様がですね、例えばですけれどもタクシー

事業者の例にしますと 1 社のタクシー事業者がこれができ

るって言っても他のタクシー事業者ができないっていう可

能性もあります。  

市民のニーズにとってみたら市民は約９万人います。９万

人の人たちのニーズに僕たちがいかに人数を近づけるかっ

ていうのは事務局が考えることなんですけれども、ただ一つ

の会社がこれができるが、人口 9 万人全部カバーできるって

いうのはとても大きな話になっていますので、そういったの
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

岡本委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もタクシー業界としてやるのか、タクシー事業者の 1 事業者

としてやるのかそういったのを事前に詰めていくってこと

も非常に大勢別なことだと思います。  

バスについてももちろん同様です。あおい交通の北バスと

名鉄バスが市内走っております。ここでどこを走らせるかっ

ていうのをここの場で協議する前に、専門部会でここに走ら

せるとどうか、そうすると名鉄バスと競合してしまうと、そ

ういったところの住み分けを上手に作った上で、この会議に

持ってくるということをやっていくのがバスの専門部会な

のかなと思います。  

ケッタ部会に関しても同様です。鉄道駅の自転車駐車場に

関しての専門的な話をした上で、今後の会議に持ってくると

いうイメージにしております。  

基本的にはなるだけ細かく積極的に専門部会を開いてい

こうということは考えています。  

 

よろしかったでしょうか？その他質問ございませんか。  

 

今回の規約の改定は、ほとんどが私ども国交省の道路運送

法、法律が急に 10 月１日で変わってしまったというところ

で、事務局さんにはご尽力いただいたところでありますが、

事務局のご説明いただいたとおり、運賃の決め方が、変わる

からこの規約の中身がだいぶ差し替わりましたよというこ

とでございました。  

もう少しかみ砕いてご説明差し上げると、バス事業者が運

賃を決める場合、キロ制運賃といって、距離に応じた運賃と

か、あと一括この地域は全部この運賃にしますよっていう、

均一性運賃、あと、協議運賃その他もろもろ運賃があるので

すけれども、自治体さんが運営しているバス、いわゆるコミ

ュニティバスですね、こちらの運賃というのは今まで基本的
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岡本委員  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

清水委員  

 

 

 

 

 

岡本委員  

 

 

 

 

 

 

 

には必ず公共交通会議を通して運賃をいくらにしようとい

うことを決めておりました。議決とって賛成取っていただい

て運賃を決めるというかたちであったんですけれども、今ま

での法律上、それが独占禁止法のカルテルに該当する可能性

がありますということで、国土交通省の方が指摘があったも

のですから、急遽法律が変わったということです。  

では、どうしたらいいかということで、先ほど事務局もで

すね、道路運送法第 9 条第 4 項が改正して運賃の協議ってい

うのは自治体、その運行を行う事業者、あと私ども中部運輸

局、住民を代表する者というところで、これらの者たち限定

で別の会議で決めないといけないということが決まりまし

たので、それに合わせて、規約の修正があったという格好に

なります。  

 

ありがとうございました。その他よろしいでしょうか。  

 

フジタクシーの清水です。  

今の運賃部会の説明ですと、この運賃というのは、あくま

でもコミュニティバスとか、そういうバスに関する運賃だけ

の話でしょうか。タクシーについても、地域の皆さんから高

いという話が合ったときに影響はあるのでしょうか。  

 

タクシーも一部では関係してきます。  

例えば、区域運行、道路運送法第 5 条に基づく乗合タクシ

ーですね。ああいったものは協議運賃に該当してきます。  

ただし、実証的に運行する道路運送法第 21 条で実証的に

区域運行するっていうものは外れます。  

あくまで道路運送法第４条に基づく路線定期運行、区域運

行、その他ぱっと思い浮かばないですけれども、区域運行を

行う場合、タクシー事業者も関係してくることもございま
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多田委員  

 

 

 

 

 

 

 

岡本委員  

 

 

 

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 

 

す。  

 

区域運行はタクシーも関係するとのことですが、区域運行

は乗合事業ですね。  

質問の趣旨は、タクシー事業に対してどうなのかというこ

とですけれども、私が聞いてる限りタクシーの協議運賃の中

で、一般タクシーの運賃もこの協議会この部会の中で決める

ということが可能だというふうには聞いてるんですけども、

その確認です。  

 

タクシーも可能であるとは聞いておりますが、タクシーの

方は具体的にちょっと知識を持ち合わせておりませんので

また確認させてください。  

 

ありがとうございます。その他よろしいでしょうか？  

その他質問無いようですので、進めさせていただきます。  

ただいま説明のありました、議案第 1 号の承認についてです

が、ありませんでしょうか？よろしいでしょうか？  

 

（異議なしの声）  

 

異議なしありがとうございます。  

異議なしの言葉をいただきましたので、議案第 1 号、北名

古屋市地域公共交通会議設置規約等の制定につきましては、

ご承認いただきました。ありがとうございました。  

続きまして、委員の委嘱についてでございますが、本来で

あれば市長よりお 1 人様お 1 人様に委嘱状を渡すべきとこ

ろではございますが、会議の時間の都合上、席上に配付させ

ていただきました。  

また、本日ご出席いただきました委員の皆様のご紹介につ
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大口委員  

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きましては、誠に恐縮ではございますが、お手元に配付いた

しました委員名簿および配席表をもってかえさせていただ

きます。  

続きまして、議案第 1 号、北名古屋市地域公共交通会議の

役員に選出役員の選出でございます。  

お手元の議案第 2 号の資料をご覧ください。  

まず会長につきましては先にご承認いただきました、北名

古屋市地域公共交通会議設置規約第 4 条第 2 項の規定に基

づき、委員の互選によって定めるとなっております。  

早速ではございますが、会長につきまして委員の互選をい

ただきたいと存じます。どなたか立候補またはご推薦をお願

いいたします。  

 

公共交通を専門分野として、幅広い知見をお持ちの磯部委

員に会長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。  

 

（異議なしの声）  

 

よろしいですかね。  

只今、磯部委員を会長に推すご発言がございました。  

先ほど異議なしのお言葉もいただいておりますが、他に推

薦等ございませんでしょうか。  

では、磯部委員を会長に選任したいと思います。  

それでは磯部委員、会長席の方へご移動をお願いいたしま

す。  

それでは議事の途中ではございますが、ここからは北名古

屋市地域公共交通会議条例第 5 条第 1 項の規定により議事

の進行を会長にお願いいたします。  

磯部会長、よろしくお願いいたします。  
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会長  

（議長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい、磯部ございます。会長ということで、謹んでお受け

させていただきます。  

先ほど市役所の玄関を入りますと、図書館の中で、何か新

しい施設を作るときに、キーワードが共創、共に創るという

記載がございました。この地域公共交通の話も同じ言葉、創

造を共に創るというのが一つの合言葉になるております。  

どういう意味でありますと、当然ながら乗り物っていろい

ろありますし、使う人もいるとね、ですから皆で創り上げて

いく。  

創るという言葉は形のあるものだけじゃなくて、形のない

ものもありますし、お金の話、まさに使い方もあります。い

ろんなものを創るというものがあると思っていて、皆さんと

一緒に創り上げていきたいなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。  

それではここからは座っての私の方から議事を進めさせ

ていただきます。  

円滑な議事進行にご協力いただきますよう皆様よろしく

お願いします。  

議案第 2 号の続きになりますが、規約の第 4 条第 2 項で

は、副会長および監事は会長の指名によりこれを定めるとな

っております。  

これにつきまして、私の方で副会長として北名古屋市商工

会副会長の木島委員が、また監事にはですね、北名古屋市女

性の会の大口と、お二人目は北名古屋市心身障害者福祉協会

の海川委員にお願いしたいと思います。お三方は商工団体、

女性団体、障害者福祉団体の代表ということで各分野の専門

的な知識を持ちことで、北名古屋市内中心に長きにわたりご

活躍されていると伺っております。事務局との連携を速やか

に、密に行うことができる方々を役員に据え、円滑な組織の
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会長  

（議長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営をお願いしたいと思いますが、お三方を含め、皆様よろ

しいでしょうか？  

 

（異議なしの声）  

 

ありがとうございます。  

それでは事務局は資料の空欄を埋めて役員名簿を作成し、

本日の会議結果とともに後日送付してください。  

続きまして、先に承認いたしました、議案第 1 号のうち、

第 6 ページの北名古屋市地域公共交通会議専門部会設置規

程  

第 4 条第 2 項、専門部会の部会長の指名は、事務局の職員か

ら会長が指名することなっております。  

専門部会の部会長は桑原参事にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。  

必要に応じての参集を行っていただきまして、地域公共交

通会議に諮る事案についての調査、検討及び協議をお願いい

たします。  

専門部会の部会員としまして、まずタクシー部会は、組織

でいいますと、第四フジタクシー様、名鉄西部交通様、名古

屋タクシー協会様、愛知県交通運輸産業労働組合協議会様で

お願いしたいということで、続きましてバス部会は名鉄バス

様、あおい交通様、愛知県バス協会様、愛知県交通運輸産業

労働組合協議会様でケッタ部会の方は名古屋鉄道様、自転車

駐車場整備センター様、計画策定業務提案審査部会は、タク

シー部会より名古屋タクシー協会様、バス部会より愛知県バ

ス協会様、ケッタ部会より名古屋鉄道様にそれぞれお願いし

ます。なお、運賃部会につきましては、道路運送法第 9 条第

4 項の規定に基づくものでありますので、法律に抵触しない

ように、その都度会長は招集してもらうようにしてくださ
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い。  

事務局は、部会員名簿を作成し、本日の会議結果とともに

後日送付いただきますようお願いいたします。  

また、市民・利用者の代表でお越しの北名古屋市の関係団

体の皆様や、商工関係団体の皆様、官公庁関係の方につきま

しては、計画策定時、特にパブリックコメント実施の際にご

協力いただきますので、よろしくお願いいたします。  

続きまして議案第 3 号令和 5 年度事業計画および歳入歳

出予算について事務局より説明をお願いいたします。  

 

はい事務局の反橋です。改めてよろしくお願いいたしま

す。  

それではお手元の資料左から、議案第 3 号令和 5 年度事業

計画および歳入歳出予算について、議決を求めるものでござ

います。  

今年度に限り事業期間につきましては、本日 10 月 16 日か

ら来年令和 6 年 3 月 31 日までとさせていただきます。  

次年度以降につきましては、行政年度事業と同じ 4 月 1 日

から 3 月 31 日を 1 年度のくくりとさせていただきますので、

ご了承ください。  

それでは 1 枚めくりまして令和 5 年度北名古屋市地域公

共交通会議事業計画をご覧ください。  

本日令和 5 年 10 月 16 日第 1 回地域公共交通会議というこ

とで右側の主な議題を審議等をさせていただいております。 

以降につきましては、日付が決まっているものおおよその

時期が決まっているものについて掲載してございます。  

タクシー部会、バス部会におかれましては、今後の審議や

議事の進行によりまして、適宜部会の方を開かさせていただ

きますが、年度末から年度明けに予定してます公共交通会議

のところで事業報告の方させていただいて、いつどこで誰が



24 
 

事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何をしたかっていうのは、またご報告させていただきますよ

ろしくお願いします。  

それでは表の中を説明させていただきます。11 月 1 日第 1

回ケッタ部会開催いたします。  

放置自転車のクリーンキャンペーンとして、西春駅を中心

に今回の活動しますが、自転車駐車場利用現状の視察という

ことで各一部関係団体の皆様におかれましては、実際に自転

車駐車場が普通の平日で何割ぐらいの方が使われてるのか、

実際にクリーンキャンペーン、”もう放置自転車駄目です

よ”、”自転車駐車場を利用してください”というキャンペー

ンのところでですね、実際に駐車場利用者の声を聞ければと

思っております。 12 月下旬で第 2 回ケッタ部会を予定して

おりますが、こちらにつきましては年末年始の自転車駐車場

の営業日時と、あとはその間の維持管理、治安維持に関して

の議論となります。ちょっと次公共交通のから離れる会議に

なりますが、予定しております。  

令和 6 年の 1 月下旬から 2 月上旬におきまして、第 1 回の

運賃部会および第 2 回の地域公共交通会議を開催予定して

おります。第 1 回の運賃部会につきましては、後に説明させ

ていただきます議案で市内循環バス、きたバスの運行計画の

一部変更を出しますが、今まではその中で料金協議を一緒に

できたんですけれども、分離しなければいけない関係で、令

和 6 年 1 月の下旬、地域公共交通会議の開催の前の時間に一

部の方がお集まりいただいて、運賃協議を行うとさせていた

だいております。ご了承ください。  

第 2 回地域公共交通会議につきましては地域公共交通計

画の策定がメインになります。  

あとは市内循環バスの改定、 2024 年問題の対応について

でございます。  

あとは次年度の市内循環バスの運行委託業務につきまし
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てのご説明をさせていただいております。  

続きまして 2 月下旬、第 3 回検討部会になります自転車駐

車場の利用者、適宜増やしていくために年度切り返しの鉄道

駅西春駅さん徳重・名古屋芸大駅さんに対して鉄道駅の定期

券申込者に対する自転車駐車場の利用啓発について活動を

行ってまいります。  

またその際には一部の方が他におかれまして自転車駐車

場における聞き取り等を行っていく予定となっております。 

事業計画については以上になりまして次のページをお願

いいたします。  

北名古屋市公共交通会議歳入歳出予算でございます。  

先に申し上げた通り 4 月 1 日から 10 月 15 日までにおきま

しては、北名古屋市一般会計予算によるものとさせていただ

いておりますので、こちらの審議については割愛させていた

だきます。本日 10 月 16 日から 3 月 31 日までで新たに事業

を行うものについて予算計上させていただいております。  

歳入の部です負担金が 90 万円北名古屋市からの負担金が

51 万 8000 円、北名古屋市一般会計からの流用による負担金

で 38 万 2000 円になります。  

続きまして歳出でございます。  

運営費が 25 万円委員の報酬費用弁償、公印の作成と事務

手続き上必要なものを揃えてまいります。  

あと処理につきましては委員の報酬を振り込む際の振り

込み手数料等でございます。  

事業費 64 万 3000 円につきましては 2024 年問題等の対応

をさせていただく関係で路線図時刻表を新たに修正して印

刷するという業務が控えておりますので、そういったものを

予算にします。合計で 90 万円になります。歳入と歳出同額

でございます。  

以上が歳入歳出予算に合わせまして事業計画の説明とさ
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事務局  

（続き）  

 

会長  

（議長）  

 

 

 

 

会長  

（議長）  

 

 

 

 

 

 

 

会長  

（議長）  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

せていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。  

 

はい、ありがとうございます。  

事業、予算としましては歳入と歳出がこの通りになってい

るということでございます。  

これに対し皆様ご意見などございましたら、いかがでしょ

うか？  

 

よろしいでしょうか？要するにこの会議体がお金を預か

って執行していくという、そういう形になっていきますの

で、慎重にあげたいなと思っておりますけども、特にご質問

が出てこなければ、議決してそれで進めていきたいと思いま

すけども、先ほど議論で全会一致が望ましいということであ

りますので、特にご異議ございませんでしょうか？  

 

 （異議なしの声）  

 

はい、全会一致ということで、決したいと思います。  

どうもありがとうございます。  

次の項目からですね報告いただきますけども、報告第 1

号、北名古屋市地域公共交通計画の策定業務のな概要ですね

について担当の方から説明をお願いいたします。  

 

市役所防災交通課の鈴木と申します。  

報告第 1 号につきまして説明させていただきます。  

北名古屋市地域公共交通計画策定業務の概要についてと

いうことで、北名古屋市公共交通計画の目的、業務名称、内

容について報告させていただきます。  

本業務の目的になりますが、活性化再生法に基づき、市民
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（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の生活や来訪者の移動に必要な移動手段の確保及び利便性

の増進を図り、持続可能な地域公共交通の実現に必要な事項

をまとめた北名古屋市地域公共交通計画を策定するもので

す。  

市が策定する計画というのは、都市計画マスタープランで

あったり様々ございますが、公共交通計画に関する計画が、

そもそも北名古屋市にはございませんでした。  

そういった中で鉄道、タクシー、バスの事業者各々が各々

の方針によって事業をしていたというところでございます。  

そういった状況の中で、今後、持続可能であるということ

が非常に重要だと思っていますけれども、今後、2024 年問題

であったり、少子高齢化といった様々な社会情勢でございま

すので、そういったなかで持続可能な交通手段が確保でき

る、皆さんが行きたいところに行けるようになる、というと

ころを、どうしていこうかというところを計画に描きたい。 

絵にかいた餅にならないよう、実現可能な、かつ持続可能

な計画を策定したいというふうに考えております。  

業務期間としましては令和 6 年度中を予定しております。 

最終的には令和 7 年度に公開し、計画期間としては 5 年程

度というところで、考えています。  

市内の移動および市内から隣接市町への移動にかかる公

共交通、タクシー、バス、自転車を対象としまして、どの様

にあるべきかというところを計画したいと考えております。 

計画策定の際には、ここにいらっしゃる皆様にはそれぞれ

のお立場でご意見、ご提案いただきたいと考えておりますの

で、その際はご協力お願いいたしたいと思っております。  

よろしくお願いします。今回につきましては、業務の概要

という報告をさせていただいております。  

先ほど部会の説明もありましたけれども、公共交通計画策

定業務ということで業務委託をしようと思っております。  
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会長  

（議長）  

 

 

 

 

 

その中の業務委託先の選定は審査部会で、行いますけれど

も、計画の内容、実際に業者が決まってどういった計画にす

るんだ、というところは皆様のご意見を賜る予定にしており

ます。  

業者の募集に当たって詳細の仕様書等をここから策定を

していきますけれども、概ねこの記載にあるような概要をよ

り細かく示した形で募集をかけてまいりたいと思っており

ます。仕様書が固まり次第こちらで諮って、定める形をとり

ます。  

今回は、まずは概要提示ということで説明させていただき

ました。  

説明としては以上ですけれども、事前にご質問いただいて

おりまして、福祉の関係はどうであるか、というようなご質

問いただいております。  

公共交通計画の策定に当たって市内で移動される方には

様々な方がみえる中で、福祉という言葉は幅が広い言葉にな

りますので、障害者の方であったり高齢者の方など様々な方

が市内を移動するにあたってどうするか、というところを考

えていくと、その中に福祉も含まれてくると、計画の対象と

なるのは福祉だけを考えているわけではありませんが、福祉

も含まれてくると考えております。  

以上で説明をおわります。  

 

はい、ありがとうございます。  

来年度に計画を作っていきたいというございます。それで

来年度に向けて例えば、予算の確保しなければいけないとい

うことになってきまして、これから市の税金の中から、負担

金を貰うわけでありますけども、その場合はどんなようなこ

とをやるのかなということを整理しなければならないと思

いますので、こういう形でやりたいな、先ほど福祉の話もあ
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会長  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多田委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りましたが、やっぱりこういう項目もいるんじゃないかなと

か、そういったことがありましたらご意見いただきたいと思

います。いかがでしょうか。  

先ほどの福祉の話ですけどこの地域公共交通計画を作る

ときに、いろんな情報を集めるというのは大事だなと私も思

っております。  

そこで、この人流に関する調査とか利用者に対する調査、

周辺自治体への調査っていうのがね、入りますので、まずは

どんなふうにね、皆さんがこの町の中で移動されてるのか

な、それはきちんと調査をしていただいて、それをもし不都

合のところがあれば、誰がどういうふうにそれを直していく

のかなというふうな計画でありますけども、この地域公共交

通計画の中で直せるのか、それとも他の部局の計画で、直し

ていけるのかないうのは、いろいろ議論してやっていくんだ

ろうなと思いますので、まずは情報をしっかりと集めていた

だきたいなっていうのがこの策定業務で一番大事なところ

かなと思います。  

 

はいタクシー協会ただです福祉のことも含めて幅広くっ

ていうのは当然のことと理解をしております。  

とはいっても福祉と言ってもですね、相当やっぱり幅が広

いそういう中で一点確認をさせていただきたいんですが、福

祉有償運送という制度が現実にございます。  

これは今、北名古屋市ではおやりになってる団体はあるん

でしょうか？  

それと、もう一つが、この地域公共交通会議の中で福祉有

償運送を考える運営協議会と合体してもいいですよという

のが今の国の方針です。  

今、福祉有償運送があるならば、今後そういったものは計

画規定の中で、現状のやり方、要はこの地域公共交通会議の
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中に合体しなくても、経過措置的にはできる、こういうよう

な説明を受けているんですけれども、現状北名古屋市では今

あるのかないのか、で今後あるとすればですね、この今回の

新しい協議会の中にどうやって反映していくのかというこ

とが一つ問題になるのかなという気はするんですけども、そ

の辺はちょっとどういうふうになってれば教えていただき

ます。  

 

現状として、北名古屋市として福祉有償運送に関し協議会

に諮った実績はございません。  

今後どのように反映するかというところですけれども、も

しそういう事例やっていくべきだという話がこの協議会の

中でも話が上がれば、この協議会の中で諮って進めというの

が、通常かなという考えております。  

 

福祉有償運送の運営協議会っていうのは存在しているの

か、していないのか。  

 

存在していません。  

あともう一点本来は、順番が逆になるのですが、本当は北

名古屋市が地域公共交通というか今、立地適正化計画ができ

て、地域公共交通計画ができたうえで、きたバスを運行して

いくというのが通常のルートになりますが、前身の計画はさ

ておき、本来は計画を立てて実行していくんですけれども、

今回、順番が逆なんですね。  

ですので私達がイメージしてて財政当局とも少し話をし

てるんですけれども、計画を立てることを最優先、計画を立

てた後に、その計画に基づいて事業体をどう運営していくの

か、この公共地域公共交通会議がどういう認証機関あるの

か、協議機関になるのか、そこをちゃんと地域公共交通計画
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の中で記載するべきじゃないのかっということを財政当局

から意見を聞いており。  

まず順番が逆になっていますので、正しい順番でいくと、

本来は計画を立てる、運行して、またチェックして PDCA サ

イクルなんですけれども P がない状態でいきなり Do から入

ってますのでパスに関しては、改めて計画を作ります。  

そこから福祉有償運送につきましても、どういったテーブ

ルを作って、どういう協議を行っていくのか、ということを

計画の中に盛り込んでいく予定ではあります。  

 

それでずっともう一度確認だけ。  

今のご説明を聞いた中で、その上で確認をさせていただき

たいんですが、協議会はない、いわゆる NPO みたいな自主団

体もないとは言ってもですね、これはどこの自治体さんでも

あろうかと思いますが、単独では公共交通を利用できない

方々は、必ずいます。  

どれぐらいいて、どうしていくのか、これを考えるのがこ

の協議会であり、計画であると私は考えております。  

そこをどうしていくのかということが次の課題としてあ

るんじゃないでしょうか。  

 

ありがとうございます今おっしゃる通りで、市民の方々の

代表の方々、あと利用者の代表の方々で、ここにお越しいた

だける方々がここから先どこまで意見をここで言えるかっ

というところが市民の皆様のここにどう繋がってくるかっ

ていうところが非常に重要な話であるんですけれども、もち

ろんですけれども今タクシー業界はただ今おっしゃった通

り各業界におきましてはこの北名古屋市をどういうふうに

していくのか、市民の方々の声をここで聞いて、それをどう

やって具体的に反映させるのか、これはできるこれはできな
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いという色分けをもちろん業界の方々がやっていただく腹

積もはありますので、ぜひ市民の方々ももちろんですけれど

もこの団体だけに限りません他の方々から広く意見を聴取

する機会を僕たちも準備をしてまいりますので、今回の委員

で新しく市民の代表の方々お越しいただいてます。この方が

中心となって、この公共交通会議に足らないもの、こういっ

たのはどうだろうというのをぜひこの会議の場で持ち込ん

でいただければと思います。もちろん事務局経由で皆さんに

こういう意見いただいてますっていうのを伝えることもも

ちろんやっていきますので、よろしくお願いいたします。  

 

はい。よろしいでしょうか。  

私からも確認ですけど多分業務内容の (3)のタイトルが

「公共交通に関する・・・」と書いてあって、その下の 3）

のところが公共交通に縛られちゃうかどうかなと思いまし

た。  

というのは 3）の「人流に関する・・」、「利用者に関する・・・」

「周辺自治体の・・・」という話っていうのは、別にこれは

全て人の移動だと思いますので、公共交通の狭い範囲だけじ

ゃなくて本当にその人の動きですね。  

またその動きたいと思ってるけど動けないっていうのも

一つの情報ですから、そういうのをしっかりと集めるという

ことだと思いますんで、そうやって解釈していただければ、

本当にあらゆる動きを確認するという。  

そういうことを期待したいと思います。  

ありがとうございます。  

他いかがでしょうか。今度はこういうことをやっていただ

ける業者さんを募集ときの仕様書とかですね、まとまったら

またこの会議の中でお披露目していただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。ありがとうございます。  
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続きまして議案の４号北名古屋市市内循環バス事業計画

の変更につきまして市内循環バスの担当から説明をお願い

します。  

 

はい市内循環バス、今回改めて市内循環バスの担当になり

ます。よろしくお願いいたします。  

それでは左肩議案第 4 号北名古屋市市内巡回循環バスの

事業計画の変更について、資料の確認をお願いいたします。 

北名古屋市市内循環バスの事業計画の変更について議決

を求めます。  

変更は令和 6 年 3 月 18 日始発から行うこととさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

お手元の資料、1 枚めくっていただきまして A3 用紙が 2 ペ

ージ続きますこの 3 ページにつきましては 1 枚目 1 ページ

目は市内循環バス、きたバスの朝夕便の路線図、バス停の位

置図でございます。  

赤い吹き出しが二つあります。  

この二つが変更箇所になります。北名古屋市内のおおよそ

の位置表記になります。参考にしていただければと思いま

す。  

同じく 2 ページ目は、今度は昼便になります。  

昼便の路線とバス停の位置図になりまして、おおよその場

所が吹き出しで示しております。  

1 ページ目と 2 ページ目がおおよその位置図になっており

ます 3 ページ目以降が具体的な中身になります。  

それでは 3 ページ以降につきましては、 A4 の横や縦にな

っており、資料の作り方が曖昧で申し訳ございませんでし

た。順番に説明させていただきます。  

3 ページ目は事業計画の変更について、この変更の前提理



34 
 

事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由として、慢性的な渋滞による遅延回避、路線変更によるバ

ス停の一部統合でございます。  

先に申し上げた通り令和 6 年 3 月 18 日改定予定で準備を

させていただきたいとおもいます。お願いいたします。  

まず地図上にある赤い線、地図の上の方になります東西約

515m、ここが現行のバスの運行ルートになっているんですけ

ども、国道 22 号線を中心に慢性的な渋滞が発生しておりま

す。時間帯の渋滞ではなくて慢性的な渋滞になっておりま

す。  

それに伴って北名古屋市循環バスの中之郷線、ハナミズキ

線については、一部慢性的な渋滞が発生しておることをキャ

ッチしておりますので、現地調査後はあおい交通さんの運転

手の方々の実情を聞き取った上で今回の改定の方をさせて

いただく次第でございます。  

この赤い部分につきまして廃止します。廃止した上でもう

1 本南側の東西道につきましては確認をしたところ、さほど

大きな渋滞が発生していないことがわかりました。  

あとはバスの運行につきましても、一部ここを通っている

バスがありますので、この路線については遅延が発生しない

ことから、バスの運行を南側東西道路に 1 本ずらすというの

がイメージでございます。  

国道 22 号線よりも西側につきましては、中之郷北という

バス停と中之郷出荷場というバス停が二つあるんですけれ

ども、こちらが対面でそれぞれバス停があるんですけれど

も、今回ルートを一部見直すことによって、地図の真ん中の

部分の青色部分を新たに路線延長を、 445m、240m と 205m で

すが、延長させていただいて、中之郷北、中之郷出荷場とい

う順番に常に運行すると、往路復路をイメージしていただく

と、往路と復路でバス停は順番が変わるところなんですけれ

ども、ここはあえて往路復路をぐるっと輪っかのように小さ
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な循環をとって中之郷北と中之郷出荷場を常に中之郷北か

ら中之郷出荷場という順番で行っていきたいということで

の、路線の変更でございます。  

あおい交通への聞き取りだと試走を行ってまいりました

が、特段タイムロスとか予期せぬ事は起こりにくいという道

路であることと、バスの運行ルートに関しましては物理的に

も運行中が可能な道となっておりますので重ねてご報告さ

せていただきます。  

あとは事前に中部運輸局愛知運輸支局、西枇杷島警察署に

報告済みで、意見等は特にありませんでした。  

今回の議決を得ました際には、道路管理者に道路占用等の

手続きを行って、利用者市民については事前周知を自治会を

通じて行ってまいります。3 ページの説明が以上になります。 

続きまして 4 ページの資料になります。  

4 ページはバス停の統合でございます。令和 6 年 3 月 18

日を予定します。  

この地図上をご覧いただきますと地図の右側に名鉄住宅

南きたバス、左側に名古屋銀行師勝支店きたバスと書いてあ

るところがございます。  

距離感につきましては 129 メーターから 91 メーターとい

う非常に短い距離でございます。簡単に言いますと、名鉄住

宅南は朝郵便専用、名古屋銀行師勝支店は昼便専用というこ

とで、分けて設置しております。  

結局ですね利用者の人々と、また地区の人たちのねあと昼

もいない銀行使いますので結局昼に名古屋銀行師勝支店に

止まらないのはって言いながらすぐ横に名鉄住宅があって

歩いて、  

2 分、 3 分かかるかかからないぐらいの距離だったら、１つ

にしたらどうだろうという意見もありつつ、たまたまなんで

すけれどもちょうどこの赤い四角の部分ですけれども、建物
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の建て替えが発生しまして、ちょうど名鉄住宅南のバス停の

ところにですね施主さんの駐車場を構えるということで、バ

ス停が制度的に置けなくなってしまうということがあって、

まだ建築中なんですけれども、あのバス停を移動させなけれ

ばいけないということがあります。実際にその建物を一時的

にですね、名鉄住宅南のバス停を、建築工事で緊急を要する

ということで仮移設ということで、一旦名古屋銀行師勝支店

の方に移動して対応の方しております。  

現行建物の工事中に道路を掘削したりとか、ですね水道管

を引き込む関係で工事をやってて危ないということで今一

時的に許可しておるという状態になっております。市民の利

便性とあとは南側のバス停については、ちょっと物理的にそ

れは制度的に設けないということになってしまうので、今回

地域の実情を踏まえた検討の結果、名古屋銀行師勝支店側に

寄せるという形をとって名称を一部変更したいと考えてお

ります。  

続きまして資料の 5 ページになります。同じく事業計画の

変更、バス停の移設です  

同じく令和 6 年 3 月 18 日を予定しております。沿道地権

者には了承済みです。事前に中部運輸局愛知運輸支局、西枇

杷島警察署には報告し、意見等はありませんでした。  

地域公共交通会議の議決を経て、道路占用手続き等を行っ

てまいります。  

この移設理由につきましては運行上の危険回避が理由で

す。  

写真見ていただきますとこのバス停、現状赤い矢印のとこ

ろにバス停がありますが、実はこの目の前にある交差点を右

折してバスは運行しております。ここにあるバス停から右折

にしようとすると、右折予定の後続車に追突される危険が高

いということで、運転手の意見を反映させる形とさせていた
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だいて現状確認した結果、確かに危ないということで、今回

バス停の位置を変更させていただく次第です。  

47 メーター、いわゆる手前に移動して、右折をしやすくす

るというものでございます。  

この移動に伴って、一つ前のバス停との距離もある程度確

保できるますのでご了承ください。  

5 ページ目は以上になります。  

続きまして 6 ページ目になります。  

説明させていただきます。事業計画の変更で、停留所の廃

止でございます。  

令和 6 年 3 月 18 日を予定しております。廃止の主な理由

ですけれども、6 ページの一番下の方にあります沿道の住宅

の増加や建て替えによってバス停を設置することができる

場所がなくなってしまってきているということで、この地

域、比較的住宅地が多い地域なんですけれども、ご家族の代

変わりに、建物を壊して新しいのを建てるとか、そういった

方々が非常に多くなってきておりまして、この住宅街、結構

工事が盛んに行われております。こういった中で高田寺住宅

南の西側東側両方に該当してくるんですけれども、非常にこ

こでバスを待つという行為自体そもそも危ないというご指

摘いただきつつ、かつ、ちょうど東側のバス停につきまして

はまた新しく家を建てるということで、また駐車場の入口、

玄関口になるということで、制度的にバス停が置けないと、

住宅密集地に生まれ変わりつつある所でバス停を物理的に

置くことが不可能になってきている状態です。あとは非常に

道が細いため、バスの運行とあとバス停の場所でも、置き方

を間違えると事故に繋がったり非常に危険であるというと

ころもありまして、バス停を設置する場所が見つからないと

いうのがあります。  

また次の点のところですが、バス停間の距離が短くて利用
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者が少ないということで、まずバス停間の距離なんですけれ

ども、200m と 350m ということで、そこまで利用者がたくさ

んいて、ここがないと困るっていうことでもなく、四角の枠

で囲ってあります 2 万 779 人の乗降者数に対して、2%という

ことでちょっと非常に利用者が少ない、地元の自治会長さん

に聞いてもさほどなくて近くのスーパーの買い物に行ける

というのと、住宅の北側の方から、だとやっぱり 500 メータ

ー 600m があるので、歩いて行く人が増えるだろうというこ

とで、ご意見もあり、今回、高田住宅南の廃止ということを

計画立てさせていただいております。  

もちろんですけれども今後大きな利用者のニーズがあっ

て、この地域でまた新しいバス停とか、バス停の見直しがあ

ったらもちろんその協議にはもちろん応じるつもりではご

ざいます。  

一旦こういった理由でバス停を廃止するということで今

回出させていただいております。  

続きまして次のページでございます。こちらにつきまして

は、道路運送法に基づく協議が整っていることの証明書とい

うのがございます。この会議の開催で会長が今回決まりまし

たので、磯部会長の名前がはいりますけれども、こちらはあ

る種事務連絡と思っていただければ結構でございます。今ま

では市内循環バス、きたバスで道路運送法に基づく協議が整

っていることの証明書はもちろんですけれども条例に基づ

くものでございましたので、北名古屋市長の名前で運行事業

者が運輸局の方に届け出をしておりましたが、今回この会議

から一番右下にあります、北名古屋市地域公共交通会議会長

の名前で出させていただきます。  

こちらにつきましてはきちんと諸手続上、会長の名前で出

させていただきます、ということで皆様にご案内をさせてい

ただくために準備させていただきました。今後この書類はも
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会長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

うそんなに会議の中ではできませんので、これからは諸手続

きを会長の名前で行いますっていうのをお見せするための

資料でございます。参考にしていただければと思います。  

事業計画の変更について説明以上とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。  

 

はいありがとうございます。  

この件は協議事項ですので、あとで議決を行いたいと思いま

すけれども、これについてご意見ご質問ございましたら、お

願いします。いかがでしょうか。  

 

名鉄バス運輸本部の平塚でございます。  

3 点ほど参考までに教えていただければと思います。  

今回このきたバスにつきましても運行経路の変更、それか

ら停留所の変更でございますが、経路の変更で一部区間のキ

ロが少し変わるというところございまして、それに伴って今

の現行の 100 円運賃は変更ないということでよろしいか。  

その変更に伴ってですね、その運賃変更しませんよといっ

たことが、先ほどのこの協議が整っている証明書の方に記載

が必要かどうかといったところ、その辺り参考までに、教え

ていただければなというふうに思います。  

 

いかがでしょうか？  

 

ありがとうございます。  

少し専門的な話になりますので、ごめんなさい市民の代表

の方々、また、利用者の代表の方々、ちょっと難しい話で申

し訳ありません。  

今回法律の改正に基づきまして本来であれば道路運送法

に基づく協議が通っていることも証明書の中に運賃に関す
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る協議を結果的に入れなければいけなかったルールなんで

すけれども、今回法律変わりましてこの中に運賃協議の結果

を入れることができません。というのは、本来ここの場で、

運行計画の変更の中で料金については 100 円で変わりあり

ませんということを説明しなければいけなかったんですけ

れども、今回法律が改正してこの運賃に関する協議がこの中

に入れませんので実は抜きました。  

それで、改めて先ほどの事業計画でご案内させていただき

ましたが、この 3 月 18 日改定に関する料金協議につきまし

ては、1 月の下旬から 2 月のところで運賃部会を 1 回開催し

ます。  

この 3 月 18 日分のダイヤ改定についての料金協議につい

ては、そこで行わせていただきます。もちろんですけれども

そこには法律に基づく関係者しか出席できませんので、そこ

での議決をもってその日、同日で開催する予定の公共交通会

議で報告とさせていただく関係で今回あえて抜いておりま

す。ご了承ください。以上であります。  

 

よろしいでしょうか。  

 

今の説明聞いて、私も苦しいところではあるんですけれど

も、運賃の協議について、今のところ、今までの解釈として

は、例えば停留所を路線上に置くとかですね、路線を延長す

る場合とかでも、解釈上協議が必要になりますので、そこの

路線は同じく 100 円ですよね、とかを公共交通会議の中で、

補足的な格好でご協議いただいておったところですけども、

今後は分離して協議しないと、という格好になります。  

それで、一般常識的に考えて、例えば停留所を 1 個置くだ

けでわざわざその人を集めて協議するのっていうのは、どう

なんだと私も個人的には同じような考えでございます。  
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岡本委員  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

（議長）  

 

運賃のそもそもの考え方として、停留所から停留所までの

距離がいくらなのかっていう考え方になります。A から B の

停留所がいくらで B から C の停留所がいくらで、それでどん

どん重なってどうなるかっていう考え方になるんですけれ

ど、だから停留場 1 個増やしたり、路線を引いたりするだけ

でそこの区間っていうのがいくらになるかっていうことが

法律上の解釈的には協議が必要ですよっていう考え方です。 

先ほど申し上げた通りそもそも、もうわかりきってること

を運賃協議会で協議する必要があるかっていうところは、一

般常識的に考えれば私も同意見でございます。  

今ちょっと中部運輸局本局と、どういった手続きに関して

は運賃協議会が必要かっていうことは、調整させていただい

ております。  

ただしちょっと断定じゃないですけれども、全部が全部路

線をちょっと延長するだけでも協議が必要になりますとい

うことはなかろうかと思います。  

例えば、新しく全然関係ない北名古屋市さんのコミュニテ

ィバスには関係するところなんですけれども、始点と終点を

新しく路線を引くという話になってくると、法律上の整理で

どう考えてもですね、協議をしないといけないっていう考え

方にならざるを得ないのかなっていうところもあるので、な

かなかちょっと満足がいくような完璧に満足がいくような、

整理できるかどうかちょっとわからないですけれども、今ち

ょっと調整させていただいております。それは事務局を通し

て、お話できればなと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。  

 

ありがとうございました。引き続き何かご質問あればよろ

しくお願いします。  

よろしいでしょうか。  
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会長  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで運賃、料金という言葉は、この会議は使って

はいけなくて、その運賃部会の方でお任せするという形にな

るということです。  

その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは

の議決っていうやつですけども四つありますけども、まとめ

てですけどご意見よろしいでしょうか。  

 

（異議なしの声）  

 

それでは、承認とさせていただきます。ありがとうござい

ます。  

それでは、 2024 年問題そのまま続けて事務局お願いしま

す。  

 

議決いただきましてありがとうございました。  

ここから先につきましては北名古屋市役所の方から皆様

に現行、北名古屋市役所が抱えている問題や、結局のところ

法律上どうしようもない問題になってるんですけれども、で

も何かしらの解決の糸口を見いだしたいということで、正直

皆様に頼ります。提案がありましたらぜひいただきたいとい

う意見になります。  

これがきたバスも含めてですけれども北名古屋市内のタ

クシーやバス、どういうふうに走っていくのかという分岐点

になる話になりかねますので皆さんもちょっと少しお時間

いただきたいと思います。お手元の資料で、改善基準告示が

改正されますっていうのと、赤黒でカラープリントしてある

A3 の横長のものをご覧ください。  

いわゆる 2024 年問題になります。2024 年問題といっても

運送や運輸業、いろんな様々な業態の方がいろんな影響が出

てきますっていう、すごくザクッとした説明になるんです
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事務局  

（続き）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が、これを北名古屋市に置き換えると、どういった問題が出

てくるのかっていうのが A3 の横長の資料になります。  

ダイヤ改定について赤黒で印刷された時間軸が書いてあ

って、ものになります。  

簡単に説明させていただきます。特に利用者の方々、市民

の方々は直結する課題になりますので、お願いいたします。 

これＡ３（用紙）の横長の真ん中のところにですね、６サ

クラ線、７ハナミズキ線、６，７，８，９，１０とあります。 

上の段から 1 個ずつ、１路線１路線１路線とあって合計５

路線５ブロック上から下にあります。時間軸は左から右に流

れます。一番左側の青い時間をご覧ください。一番上の段に

なります。  

５時１分始業点呼と書いてあります。  

こちらが市内循環バス、きたバスの開始、乗務員が出勤し

てきて実際に打刻した時間、いわゆる勤務の開始時間の平均

を取ってます。  

５時１分の始業点呼ですここからきたバスの点検をしま

す。すぐ右側に行きます。 5 時 31 分点検出庫書いてありま

す。  

この出庫というのが一つキーポイントになりまして出庫

というのは、運転手がハンドルを握り始める時間です。  

ハンドルを握り始めると、赤い部分、令和６年４月以降は

２日平均１日９時間以内、４週平均１週４０時間というルー

ルが課されます。  

このまま時間を横に流していただきますと５時４７分到

着、待機、朝の始発便のバス停の手前で待つ時間です。６時

２分から朝便の開始、朝便の終了８時５８分、昼便の開始９

時１７分、４便終了１３時５分、これが早番終了と書いてあ

ります。あおい交通の勤務のルールに基づいてございます。

早番の方が朝５時１分にタイムカードを押して、１３時５分
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が運行の終了、ハンドルを手放す時間です。  

朝の５時３１分からお昼１時５分までが 1 日のハンドル

を握る時間に２日平均１日９時間以、内４週平均１週４０時

間以内、キーポイントになるのが４週平均 1 週４０時間以内

っていうのが、1 人の従業員に対してどう加算されていくの

か、ですので、 1 人の運転手が引き続き連続で運行すると、

ここがオーバーフローする可能性が非常に高いということ

になります。そのまま時間軸を横に流します。  

早番の終了点呼が１３時４９分、遅番の始業点呼１１時４

３分と書いてあるんですが、もちろんですけれども遅番の

方々は１２時前ぐらいにあおい交通に出勤して、そこから北

名古屋市に移動する時間があります。遅番の始業点呼は１１

時４３分で、そこから北名古屋市内に入ってきて、遅番の開

始が健康ドームで１３時１７分にハンドルを握り始めます。

そのまま昼便の終了１７時５分、１７時３５分、夕方便の開

始、夕方便の終了、２０時４８分、給油して、会社に戻って

くる時間が２１時１８分が平均です。ここでハンドルを手放

します。この時間も同じく２日平均１日９時間以内４週平均

１週４０時間以内ということで、こちらも先ほどと同じ説明

で、時間、あとは運転手の勤務状態によってはオーバーフロ

ーする可能性が出てきます。  

続きまして２１時３３分終業点呼、青色で書いてあるとこ

ろが 1 日のおしまい、タイムカードを打刻する時間となりま

す。  

ここからもう 1 回左に戻って５時１分始業点呼、ですから

結局２１時３３分に仕事終わり、翌朝の始業時間が５時１分

ですってことになります。  

２１時３３分の右側に大きな青い四角があります。令和６

年４月以降、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本

とし、９時間を下回らない休息というのが義務となります。 
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これに当てはめると翌日の始業点呼一番右側です。  

６時３４分になります。現行５時１分始業点呼で運行でき

ている市内循環バスきたバスが 1 時間半遅れでスタートに

なります。  

これがどういった影響を及ぼすかというと、時間によって

は朝便や夕便が機能しなくなる、要は通勤通学の足が確保で

きなくなる可能性が非常に高いということになります。  

実はもえの丘線、さくら北部線、ここにつきましては、バ

ス停の始発の位置、路線の運行のエリアがあおい交通の営業

所から非常に近いところにあるので、この時間で済んでいま

すが、中之郷線で北名古屋市から見て、あおい交通さんが運

行する中で一番遠いところ、真ん中の列が一番遠いところの

中之郷線になります。  

５時が始業点呼で、２１時４３分に終業点呼  

一番右側始業点呼が６時４４分、要は６時４４分から次の日

の業務を始めなさいというと、１時間４０分遅くしないとい

けないということになってまいります。  

平均的な時間を取ると、１時間半から１時間５０分、ザク

ッと言い方すると 2 時間はきたバスの運行を切らないとい

けないという形になります。きたバスの運行という主語にす

ると、市民の人たちの生活リズムからすると大幅に狂うとい

うことが目の前にあります。  

これにつきまして、こちら側として把握したその日からこ

の日に至るまでいろんな議論をしております。  

例えばですけれども、あおい交通が小牧市から北名古屋市

に来るわけですが、その時間が往復で 1 時間ほど使っており

ます。片道で３０分かけてきます。運行が終わってから３０

分かけて小牧に戻ります。  

だったら、北名古屋市に営業所を作ったらどうだ、という

ご意見も内部的にはありました、もちろんですけれども様々
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な諸要件があります。営業所の作り方とかもちろんですけれ

ども、乗務員のタイムカードの打刻をどこでやるのか、どこ

か土地を借りてやるのか、そういった議論をしております。 

またその議論が全てではなくて、朝と夕方 1 時間削ったら

どうなるんだ、利用者がどれぐらい減ってしまうんだ。どれ

ぐらい減ったことによってどういった影響が出るのか、もち

ろんですけれども、自転車利用者が増え自転車駐車場がオー

バーフローするかもしれないという懸念もしております。そ

ういったことを考えております。  

また、本来のコミュニティバスのあり方と相背く形になる

のかもしれませんが、お昼の 2 時間から 3 時間程度抜くと、

そうすると乗務員さんの時間の切り方、出退勤の切り方が変

わってきますのでそこでカバーリングをするという案も一

つあります。  

今私達が向いてるベクトルは乗務員さんの労働時間を守

る、法律をきちんと守って運行するということと、市民の目

線で市民が通勤帰宅、あとは市内の循環にどういうふうに対

応できるのかといった利便性を引き続き維持できるのか、堅

持できるのかっていうことを課題としており、これにつきま

して先ほどからきたバスと言っているんですけれども、あえ

て申し上げますと、例えばですけれども昼便の真ん中を抜い

た後に、乗り合いタクシーの事業を展開した方がタクシーの

事業ができるのかどうか、タクシー業界さんの一部の聞き取

りでは、朝とか夕方っていうのは非常に利用者が多いけれど

も昼が比較的利用者が少ないというタクシー業界の苦しい

現状があると、やっぱりニーズが寄ってしまうということも

あり、そういったのを打開すべく昼中の部分にそういったこ

とができるのかどうかって議論をしておりますし、はたまた

もちろんですけれども、きたバスだけでコントロールして他

の業界に迷惑をかけないようにするという考え方も一つあ
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ります。  

ここに重ねて、 2024 年問題に少し影響があって北名古屋

市の行政の事務事業として見直しが図っていることをいく

つか申し上げます。  

現在西庁舎、東庁舎という分庁方式を市役所が取っており

まして、 15 分に 1 本、シャトルワゴンというワゴン車を無

償運行しております。シャトルワゴンにつきましては、年間

利用者数、令和 4 年度実績で 7,300 人、必要経費につきまし

ては市役所の決算書等に掲載されてるので、いいますと大体

600 万円前後、車両の維持費は 25 万円、人件費で 500 万円

程度使って、年間 600 万円の経費を使って東西庁舎を繋ぐ運

行をしております。白ナンバーで、有償ではありません。  

これにつきまして、市の経費を抑える、あとは今後の庁舎

間移動なども含めた見直しを、という話があります。  

もう一点、行政改革の実行プランの中の一つとして、北名

古屋市社会福祉協議会の場所を統一するという話がありま

す。  

市内循環バスきたバスの地図を資料の一番最後につけて

あるんですけれども、こちらをご覧いただけますでしょう

か。昼便路線図をご覧ください。  

西春駅東口から左側に向かうと市役所西庁舎北・東のバス

停がそれぞれあります。そこからもう少し左に行くとカサイ

製作所前とあります。  

このカサイ製作所前はネーミングライツをとってるんで

すが、正式名称が社会福祉協議会前になり、ここに社会福祉

協議会の事務所が一つあります。  

この地図の右上ピンク色の路線になります。もえの丘とい

うところをご確認お願いします。  

社会福祉協議会の事務所が全てもえの丘に統合される予

定で準備が進んでおります。  
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現在ですね、きたバスの移動で市役所西庁舎からカサイ製

作所前まで 1 区間で社会福祉協議会の事務所に行けるとい

うことがあったんですけれども、これがなくなる予定です。

もえの丘に全て集約されます。  

また、この機能移転によって、市役所西庁舎、市役所東庁

舎からもえの丘に 1 回の乗車で向かうことができなくなり

ます。  

あともう一つあります。  

このきたバスの運行にあたって、学生さんを非常に多く擁

する名古屋芸術大学さん、きたバスの地図上で言うと、真ん

中右上と左上にそれぞれ名芸大西キャンパス・東キャンパス

というのがございます。  

名古屋芸術大学さんも名古屋芸術大学さんとしてシャト

ルバスを運行してました。授業の移動とか、駅の移動などで

バスを使って自主運行されたそうです。もちろんすけど白ナ

ンバーです。  

コロナ禍によってオンライン授業によってバスが廃止に

なってます。  

移動手段にきたバスを使って移動できないだろうかとい

う要請が入っております。  

移動手段できたバスを使いたい、もちろんですけれどもシ

ャトルワゴンの廃止に向けた議論を、きたバスで代行できな

いか、社会福祉協議会の事務所移転もきたバスで運行できな

いか、事務局の担当として申し上げますが、全てをきたバス

で賄おうということは事実上難しいと思います。  

2024 年問題の対応もさることながら、この路線が市当局

としましてはある種、最終の形ということで私達運行してお

ります。  

特に私達がここで考えていきたいのが、タクシーを含め

て、今言った課題について、交通輸送、人を乗せて移動する
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ということが、もちろん有償で構いません、有償でどういっ

た運行ができるのかっていうのを、できるだけ早めに私達が

今後検討してやっていかないといけないんですが、正直私達

も交通のプロではありません。  

皆さんの知恵をお借りする、特に業界の方々の引き出しを

いただきたいというのがあります。もし引き出しがないとい

うことであれば、きたバスの第 6 路線をつくらないといけな

い話になってくるのかなと思っております。ただ、事務局と

しては、何でもかんでもきたバスでやっていくっていうつも

りはないということを、前に説明させていただきましたが、

そういった通りです。  

あとは今回ですね新しく委員さんでトラスコ中山さんに

参加していただいております。北名古屋市の昼便路線図ご覧

いただくと、地図上の左下にあります、沖村保育園東という

バス停がある思います位置図左下沖村保育園東というバス

停の標識のデザインや写真があったり、その上の部分の路線

が空白になってるとこですね。  

今、沖村西部の土地区画整理事業やってまして非常に大き

な会社さんが参入されています。  

私達もですね、こういったところに公共交通を、というチ

ャンスを狙ってたんですけれども恥ずかしい話、ここに参入

してきたですねフジキカイという会社があります。フジキカ

イは従業員の送迎をどういうふうにやってるかといいます

と、名古屋市上小田井駅からフジキカイ北名古屋市の会社に

従業員を往復輸送をしております。  

商工団体の方が今回お越しいただいております。  

正直恥ずかしい話、本来は北名古屋市にお金を落としてほ

しい、北名古屋市の経済を活性化させたいと言っているにも

関わらず、上小田井駅に持ってかれてしまってるっていう非

常に苦しい現状があります。  
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かなりの人数の従業員の方がみえて、私たちとすれば、西

春駅を発着すれば、駅前だって活性化するし、もちろんです

けれども公共交通のチャンスが作れたところを伸ばしてお

りますので、正直逃したくない気持ちがあって、今回トラス

コ中山さん新しく会社さんが参入されて今建物を建ててお

ります。そういった方々がここに参加していただいて少しで

も経済を動かしていく、活性化させていくことによって、質

問と回答の中に出させていただきました、こちら側で税収を

確保する手段を確実に抑えていけば、もちろんですけれども

公共交通分野に対する投機にも繋がります。  

投資もできる可能性が高くなります。  

私たちはそういった部分も側面として持ってやっていか

ないといけないってのがあります。  

もちろん福祉も大事です。高齢福祉も大事、年寄りの方々、

免許返納した方々がどういった公共交通を頼って生きてい

くのかそれに対して僕たちがどういった受け皿を準備する

のかっていうのはもちろん大事なことです。  

ただ、それには原資が要ります。  

原資が要るってことは、今ある会社をいかに大きくしてい

くのか、あと新しい会社をどれだけ導入して入れていくのか

っていうことを私達はやっていかないといけないんです。  

その両天秤にかけながらやっていくと、これから先沖村西

部地区はですね、新しい会社さんがどんどん入ってきます。 

入ってくるところに移動支援、移動ができる体制をどのよう

に構築していくのか、これを自分のところでやっている手前

でやってて申し訳ないすが、これをまたきたバスでやってい

くのか、乗合事業でやっていいのか、タクシーの事業として、

北名古屋市オリジナルでタクシー協会さん含め各タクシー

事業者さんが展開していく道筋を立てられるのか、ここが分

岐点になっております。ぜひ皆様のご意見とか、こういった
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田中委員  

 

 

 

のをやってみてはどうだろう、こういった公共交通を作って

みてはどうだろうってのがありましたらですね、ぜひ事務局

に教えてください。  

タクシー部会やバス部会の開催の条件につきましてはそ

ういったところの提案がなされた次第できるだけ早めに皆

さんを集めてこういった提案があるけどどうだろうってい

う意見聴取を行って、この公共交通会議に持っていきたいと

思っております。  

とにかくきたバスについては 2024 年問題があって大きく

変わってきて、運行時間が非常に短くなる可能性がありま

す。  

ただ、それはかえって他の運行事業者にとってはチャンス

だと思います。  

新たな運行形態を生む可能性も高い非常に高いこれ、この

チャンスをキャッチしていただけると市民の方々としては、

引き続き、何だかんだ言ってこの街は足がある街だっていう

ふうに言えるものですから、そういったところが市内の公共

交通の活性化経済の活性化に繋がっていくと思いますので、

皆様のお知恵を考え方を引き出しをぜひうちに、市役所に持

ってきていただきたいと思っております。  

以上です。  

 

はい、ありがとうございました。市役所の担当者の本音を言

っていただきましたけど、皆さんから何かご発言ございます

でしょうか。  

 

はい。  

お願いします。社会福祉協議会の田中と申します。  

よろしくお願いします。  

今、社会福祉協議会が本社の方がカサイ製作所前から他に移
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転といういう話が出ました。  

今後この路線を見直す予定がなく社会福祉協議会に行く

便がなくなるというというのは決定事項でいいのか、市の方

針として決まってるのか、その辺を教えていただきたいこと

が 1 点目と、2024 年問題のところで、この継続 11 時間って

いうのは夜働かれた方が、朝引き続き勤務されるときにその

状況じゃないといけないということなのか、その辺が昼便の

方は昼便の勤務、夜便の方は夜便の勤務であれば、この問題

は起きないんじゃないかなというような疑問を持ちました。 

よろしくお願いします。  

 

事務局よろしくお願いします。  

 

はい、ありがとうございますまず質問の最初につきまして市

の方針として、きたバスの運行を社会福祉協議会の本社の移

動に関するフォローで入れるかどうかというと、なんですけ

れども、これについては何も決まってません。  

公共交通会議の結果によって、市の施策方針も決める形に

なる可能性が非常に高いと受け止めていただければ結構で

ございます。きたバスありきではなくて、この公共交通会議

の中で様々な交通チャンネルを持った方々がお越しいただ

いております。  

その方々がどういった施策があるっていうとこの提示に

よって、きたバスでやらやっていくのか、別の公共交通チャ

ンネルを使うのかっていうのが選択肢として生まれます。も

ちろんですけれども、市行政としては、きたバスっていう選

択肢を持ってます。ただ、きたバスという選択肢しか市とし

ては持ってないという言い方をした方がいいのかもしれま

せん。  

なので公共交通会議の場においてきたバス以外にもこう
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いうチャンネルがあるんだよっていうのを提示していただ

ければ、市の行政として、いやきたバス以外にもこういうチ

ャンネルがあるというのをどう活用してくんな、どういうふ

うに生かしていくんだっていうことの検討になってくると

思います。このままいけばきたバスで検討ということになっ

てきます。  

あともう一つ、これは非常に今の質問は非常に答えやすい

ような、答えにくいような話なんですが、実際によく終業点

呼で終わった人が、翌朝運行するというのが、現行のバスの

当たり前になってしまっているという現状です。  

資料を見ていただくと、５路線あり、早番遅番とあります。 

ですので 5 路線の早番遅番で５路線×２人で 10 人というの

が運行のベースになって、そこから休暇を取ったときの代替

要員とか緊急時の対応する要員というのが、従業員としてい

るのが理想なんですけれども、実際には人数はここではお答

えできないんですけれども、 10 人揃っているという現状で

はない。  

ということは、この路線の中のいずれかの人は今走ってい

る運転手さんが今日の夜勤務を終えて、明日の朝走って、ま

た次の 1 日走り切って、さらに翌朝を迎えるといういわゆる

世間で言う乗務員不足の現状というのは、もちろんきたバス

でも存在しておりまして、あおい交通が一番そこは言いやす

いような、言いにくいところがあると思うんですが、乗務員

は足りていません現行運行も僕らも設定してる規定人数に

達していないというのが答えになります。  

以上です。  

 

ありがとうございました。  

先ほど北名古屋市の交通はきたバスしかないというご発

言があったと思うんですけども、見ていただければわかるん
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ですけど、もえの丘というのが北名古屋市の一番東の北の方

に、今まで中心部からやや西側にあった本所が、北名古屋市

の東の方に移るということで、市民からだいぶお小言を頂い

ていている中で、その辺も含めてですね、市全体としてご検

討いただけるようにお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。  

 

はい、ありがとうございます。  

ご意見ですけど、他はいかがでしょうか？  

あくまでも問題定義でありますし、すぐに答えが出るもの

でもありませんけども、いろんな事情が、一つはこの改善基

準告示ということで労働時間、俗に言うさっきの説明です

と、ハンドルを握っている時間のルールが変わってきたの

で、そういう対応していかなければいけないときにバスの運

行ダイヤ、また、路線まで影響するかもしれないな、そうい

うような懸念の話もあります。  

これはまだ具体的にいろんなことを進めないと答えが出

ないということでございます。ということはいろんなその市

の中のいろんな施設、公共施設、民間施設というのはそれぞ

れ街ですからどんどん変わっていきます。  

変わるということに対してどういうふうにこの交通が対

応していくのかな。  

でございますので街が変わる情報を早めにキャッチして、

そこに対して交通をどうするのかっというねその議論を一

緒にしないと一緒にやらないと、後で何とかなるわけではな

いので、早めに用意しないといけないという、そういうご紹

介だと思いますので、例えば継続的な打ち合わせが大事かな

と思っております。  

他にありますでしょうか。  
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市役所都市整備課の大橋と申します。  

先ほど説明の中で沖村西部というのがございまして、本日

の会議にもトラスコがいらっしゃいますが、新しくやってく

る事業が対象と伺いましたが、この沖村西部ですと、まだま

だもう少しですが新しい企業さんも入ってきますし、なおか

つまた既存企業ですね、先ほど話が出ましたがフジキカイお

よび他の企業もありまして、既存企業さんへ何かフォローす

る形はあるんでしょうか？  

 

はいお願いします。  

 

ありがとうございます。市内循環バスきたバスの部分につき

まして、実は運輸局に届け出してあるところは沖村西部につ

きましては、土地区画整理事業中ということで、運行経路は

仮としております。実は沖村にですねバローが出来上がって

ます。もちろんですけれどもそこら辺の地区の方々の集客を

担っているのだと思うんですけど、あと他に新しい企業さん

も参入してきてるんですけれども、道路整備自体がまだ 100%

確定になってない部分がありまして、そこの道路整備が全て

完了次第ですねきたバスの線の引き直し路線の引き直しを

やる予定ではあります。  

そこに伴ってバス停につきましては新規または現行から

の廃止ですね、もう 1 回変更の生活スタイルを見直してバス

停をしかるべきところに設置する路線を見直すという計画

はあります。  

ただ沖村西部の土地区画整理事業完了後、の諸手続きにな

りますのでもう少し時間かかるかなと思うんですが、ただも

ちろんですけれども、先ほど言った通りきたバスだけで補完

できるとは思っておりませんので、もちろん生活していくに

あたってタクシーが必要であるっていうことであればそう
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いったタクシー事業を展開できるような仕組みで、きたバス

ありきの沖村西部ではなくて、新しい公共交通網を含めてき

たバスももちろん含めた中での沖村西部ということで新た

な地区のスタートを切りたいとは思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

 

その他ございませんでしょうか？  

愛知県さんから資料ありますのでよろしくお願いします。  

 

事前に配布させていただいたチラシの方で、こちらのこの

アプリもっと便利に楽しく、ということご確認いただければ

と思います。 MaaS 実証実験について本県ではジブリパーク

の開業を見据えて、 2021 年度より行っております。  

今年度は２月 15 日までの 5 ヶ月間、トヨタファイナンシ

ャルサービスが提供するマイルートを活用して実施してお

ります。  

今年度の実証実験では、アプリ内で購入できる交通券や観

光施設のデジタルチケットをはじめ、各種サービスの拡充を

図っております。  

チラシに QR コードがありますので、ぜひダウンロードい

ただき活用いただきますようお願いいたします。  

もう一点はエコモビ実践キャンペーン 2023 と書かれたチ

ラシになります。  

県内の企業や団体の皆様にはエコ通勤をはじめエコモビ

リティに積極的に取り組んでいただきたいと思います。  

皆様におかれましても取り組んでいただきますようお願

いいたします。以上です。  

 

はい、ありがとうございます。  

他に何かございますでしょうか。  
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それではこれで全ての議事が終了いたしました。  

円滑な議事進行にご協力いただきありがとうございました。 

以降は事務局進行願います。  

 

磯部会長ありがとうございました。  

続きまして次第５でございます。その他につきましてです

が、２点ほどございます。  

まず一点目でございますが、次回の地域公共交通会議の開

催でございますが、こちらの方は、来年の 1 月下旬を予定し

ております事前にですね、開催案内や会議資料を送付させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。  

次に２点目でございますが、本日ご出席いただきました委

員の皆様のうち委員報酬のある皆様にご案内いたします。  

本日の報酬につきましては、指定いただきました口座に、

11 月 30 日振り込みさせていただきます。  

また源泉徴収票の方についてはですね、来年の１月下旬頃

に送付を予定しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。  

その点については以上でございます。  

何かご質問等ございますでしょうか？よろしいですか。  

ではですね本日予定しておりました内容につきましては

皆様方のご協力により無事終了する終了することができま

した。  

ありがとうございました。  

以上をもちまして、令和５年度第 1 回北名古屋市地域公共

交通会議を終了させていただきます。  

皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。  

 

 

 


